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ロジックモデル 評価期間：令和６年度〜令和１０年度

評価結果をリスク管理へ反映（リスク管理機関
が実施）

食品の安全性確保において国民の健康保護が最も重要であるという基本的
認識の下、食品安全を取り巻く状況の変化に即した的確なリスク評価及びリス
クコミニュケーションを実施する。

施策の概要

食品健康影響評価を適切に実施し、リスク管理機関によるリスク管理措置への反映及び国
民の食品安全に対する理解増進を図ることにより、国民の食品の安全を確保する。

解決すべき問題・課題

食品安全を取り巻く状況の変化の
中、食品健康影響評価を的確に実施
するため、最新の科学的知見を集
積・体系化することを目指し、計画
的・戦略的に研究を実施

ロードマップ※２に沿って年度ごとに「優先実施
課題」を設定した上で研究課題を公募し、採択し
た研究課題を実施

研究成果をガイドライン作成、評価基準の策定、
食品健康影響評価に必要なデータの整備、食品
健康影響評価手法の開発等に活用

質が高い食品健康影響評価書等の作成

地方公共団体・関係省庁と連携し、報道関係者、
一般消費者等を対象にリスク評価の内容に関す
る意見交換を実施

国民の食品の安全の確保

事業の概要（アクティビティ） 活動実績（アウトプット） 中目標（アウトカム） 施策目標（インパクト）

【測定指標】
➊食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況
➋リスク評価の内容等に関する意見交換会参加者に対するアンケート調査
において「内容についての理解度が増進した者」の割合の増加

➌食品安全委員会公式Facebookにフォロワー登録している者の実数

【インプット】
食品健康影響評価技術の研究に

必要な経費：1.88億円※１

食品健康影響評価の実施

リスクコミュニケーションの実施

【インプット】
リスクコミュニケーション実施経費：

0.24億円

※１ 当該事業は競争的資金制度であり、「食品の安全性の確保のた
めの研究・調査の推進の方向性について」等にもとづいてマネジメ
ントサイクルを回しながら、計画的・戦略的に実施するとともに、「国
の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成28年12月21日 内閣
総理大臣決定）を踏まえて、外部有識者による追跡評価等を実施し
ている。

※２ 「食品の安全性の確保のための研究・調査の推進の方向性」
※３ 赤枠部分については、食品安全委員会の主たる業務である。

国民の食品健康影響評価等に対する理解の増進

食品安全委員会の開催結果や食品の安全性に
関する情報をSNSで発信

➊

➋➌

②

①

③

④

⑤

【参考指標】
①当該年度に実施した研究課題数
②研究終了後2.5年時点での活用状況
③直近１年間の食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況
④リスク評価の内容等に関する意見交換会の開催回数
⑤Facebookでの記事投稿数



事前分析表（概要） 評価期間：令和６年度〜令和１０年度

施策名 食品健康影響評価に関する施策の推進

中目標１ 評価結果をリスク管理へ反映（リスク管理機関が実施）

現状・課題 リスク評価の結果がリスク管理措置へ遅滞なく反映されている必要がある。

令和７年度
の取組

リスク評価の結果を速やかにリスク管理機関に通知するとともに、措置の実施に向けた最新
のスケジュールを把握できるよう管理機関側と連携していく。

施策目標 国民の食品の安全の確保

中目標２ 国民の食品健康影響評価等に対する理解の増進

現状・課題 科学的な根拠に基づかない情報や知識不足に起因する食中毒発生が後を絶たない現状にあ
る。このため、消費者等に対して科学的な根拠に基づく情報を広く伝播し行動変容を促していく
必要がある。

令和７年度
の取組

HP、SNS等それぞれの媒体の特性を踏まえた情報発信や、報道関係者・事業者等との意見・
情報の交換等を行う。

62％
（基準年度：R３年度～R５年度の平均）

57％
（R６年度実績値）

62％以上
（R10年度目標値）

88.7％
（基準年度：H25年度～H27年度の平均）

97.8％
（R６年度実績値）

88.7％以上
（R10年度目標値）

7,792
（基準年度：R４年度及びR５年度の平均）

8,363
（R６度実績値）

直近２か年の平均値以上
（R10年度目標値）

➊

➋

➌



R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度

目標値
（目標年度）

62％以上
（毎年度）

年度ごとの
目標値

62％
以上

62％
以上

62％
以上

62％
以上

62％
以上

基準値
（基準年度）

62％
（R３年度～R５
年度の平均）

年度ごとの
実績値

57％

中 目 標 １ 評価結果をリスク管理へ反映（リスク管理機関が実施）

測定指標１ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況

測定指標の選定理由

目標標（値・年度）の設定根拠・
実績値の把握方法

リスク評価の結果がリスク管理措置へ遅滞なく反映されているか把握する観点から設定。

【目標標（値・年度）の設定根拠】
リスク評価結果のリスク管理措置への反映は、案件によって反映に要する時間が異なることから、あらかじめ具体的な数値を目標として設定することが困難。他

方で、過去の平均値を上回ることで、一定程度滞りなくリスク管理措置に反映されたと評価できるものと考えることから、過去３年（R３年度～R５年度）の実績（リスク
管理措置済）の平均（62%）を基に設定。（なお、リスク管理措置に反映されていない案件については、別途理由まで調査している。）
【実績値の把握方法】
食品安全基本法第23条第１項第４号に基づくリスク管理機関の施策（リスク管理措置）の実施状況を監視するための調査。
対象品目は、調査年の前々年10月１日から前年９月30日の間に通知を行った品目に加え、調査年の前々年９月30日以前に通知が行われたが、前回調査でリス

ク管理措置が講じられていなかった品目。



R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度

参考値
（参考年度）

14
（R５年度）

年度ごとの
実績値

18

中 目 標 １ 評価結果をリスク管理へ反映（リスク管理機関が実施）

参考指標１ 当該年度に実施した研究課題数

参考指標の選定理由

実績値の把握方法

施策目標を達成するためには、リスク管理措置へ反映されるリスク評価を的確に実施していかなけ
ればならず、そのためには最新の科学的知見の集積・体系化、及びリスク評価手法の開発・改良を行
う不断の取組が必要であることから、毎年度に実施する研究課題数を参考指標として設定。

研究成果報告書の数から把握。



R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度

参考値
（参考年度）

67％
（R５年度）

年度ごとの
実績値

50％

中 目 標 １ 評価結果をリスク管理へ反映（リスク管理機関が実施）

参考指標２ 研究終了後2.5年時点での活用状況

参考指標の選定理由

実績値の把握方法

実施した研究課題がリスク評価の各段階において活用されていることが重要であること
から、活用状況を参考指標として設定。

作成した評価書、評価指針、ガイドライン、リスクプロファイル等から活用数を積み上げ、割合を算出する。



R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度

参考値
（参考年度）

85％
（R３年度～R５
年度の平均）

年度ごとの
実績値

93.2％

中 目 標 １ 評価結果をリスク管理へ反映（リスク管理機関が実施）

参考指標３ 直近１年間の食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況

参考指標の選定理由

実績値の把握方法

食品健康影響評価の結果通知後、リスク管理措置がどの程度迅速には反映されている
かを把握する参考指標として設定。

食品安全基本法第23条第１項第４号に基づくリスク管理機関の施策（リスク管理措置）の実施状況を監視するため
の調査の対象品目のうち、調査年の前々年10月１日から前年９月30日時点の間に通知を行った品目の、調査年９月
30日時点でのリスク管理措置率。



R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度

目標値
（目標年度）

88.7％以上

（毎年度）
年度ごとの
目標値

88.7％
以上

88.7％
以上

88.7％
以上

88.7％
以上

88.7％
以上

基準値
（基準年度）

88.7％
（H25年度～H27
年度の平均）

年度ごとの
実績値

97.8％

中 目 標 ２ 国民の食品健康影響評価等に対する理解の増進

測定指標２ リスク評価の内容等に関する意見交換会参加者に対するアンケート調査において「内容についての理解度が増進した者」の割合の
増加

測定指標の選定理由

目標標（値・年度）の設定根拠・
実績値の把握方法

アンケート調査結果における「内容についての理解度が増進した者」の割合の把握により、
実施した意見交換会等が国民の食品健康影響評価等に対する理解の増進に寄与してい
るか把握できるため、指標として設定。

【目標標（値・年度）の設定根拠】
継続して高い理解度を達成していることを測定するために、概ね９割の理解度であったH25年度～H27年度の平均値を毎年度上回るこ

とを目標として設定。なお、意見交換会の内容によって理解度に差が生じるため３か年度の平均をとっている。
【実績値の把握方法】
リスク評価の内容等に関する意見交換への参加者に対するアンケート調査結果より集計。
（実績値の算出式：リスク評価の内容について理解度が増進した者 ÷意見交換会参加者アンケート回答者×100）



R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度

参考値
（参考年度）

19回
（R５年度）

年度ごとの
実績値

23回

中 目 標 １ 評価結果をリスク管理へ反映（リスク管理機関が実施）

参考指標４ リスク評価の内容等に関する意見交換会の開催回数

参考指標の選定理由

実績値の把握方法

食品健康影響評価等に関する理解の増進のためには、継続的な意見交換会の開催が
必要であることから、参考指標として設定。

意見交換会の開催数を積み上げ、実績値として算出。



R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度

目標値
（目標年度）

直近２か年の
平均値以上

（毎年度）

年度ごとの
目標値

7,792
（R４年度及びR５
年度の平均値）

以上

8,157
（R５年度及びR６
年度の平均値）

以上

直近２か年の
平均値以上

直近２か年の
平均値以上

直近２か年の
平均値以上

基準値
（基準年度）

7,792
（R４年度及びR５
年度の平均）

年度ごとの
実績値

8,363

中 目 標 ２ 国民の食品健康影響評価等に対する理解の増進

測定指標３ 食品安全委員会公式Facebookにフォロワー登録している者の実数

測定指標の選定理由

目標標（値・年度）の設定根拠・
実績値の把握方法

食品安全委員会の取組や食品の安全性に関する情報について、国民の理解増進を図る
ための主要ツールとなっているFacebookのフォロワー登録者数を普及啓発の推進の指標
として設定。

【目標標（値・年度）の設定根拠】
継続して情報発信を行い情報源としての信頼性を増進していることを継続的に測定するために、毎年度直近２か年度の平均値より増

加することを目標として設定。なお、事件等の影響を最小限にするために２か年の実数を平準化した数値とした。
【実績値の把握方法】
食品安全委員会公式Facebookのフォロワー数を集計。



R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度

参考値
（参考年度）

169
（R５年度）

年度ごとの
実績値

158

中 目 標 １ 評価結果をリスク管理へ反映（リスク管理機関が実施）

参考指標５ Facebookでの記事投稿数

参考指標の選定理由

実績値の把握方法

食品安全委員会の取組や食品の安全性に関する情報について、広く情報発信する取組
を示すものとして、参考指標に設定。

食品安全委員会公式Facebookに投稿した記事の数を集計。



参考情報

（１）参考となる情報（施策に関連する内閣の重要施策（施政方針演説等のうち主なもの））

〇第２１３回国会 自見大臣所信表明（令和６年２月１４日（衆議院）、令和６年３月７日（参議院））
食品安全については、国民の健康の保護を最優先に、食品の安全性の確保のため、科学的知見に基づき、客

観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。
また、評価結果等についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。

（２）施策に関連する主な内閣府事業概要
〇食品健康影響評価技術の研究に必要な経費（開始H17年度）
・ 食品安全委員会は食品安全のリスク評価（食品健康影響評価）を担う我が国唯一のリスク評価機関であり、役割を果たすために
最新の科学的知見の集積・体系化、リスク評価方法の開発・改良を行うとともに、実際のリスク評価につながる成果を得るために
「食品の安全性の確保のための研究・調査の推進の方向性について」等にもとづいてマネジメントサイクルを回しながら、計画的・
戦略的に研究を実施するものである。

・ 本事業は「研究領域設定型」の競争的研究費制度により実施する行政課題解決型の委託研究事業である。研究課題を、大学、
独立行政法人、国立試験研究機関等の研究機関に所属する研究者又は研究グループに幅広く公募し、外部有識者を含む研究・
調査企画会議による事前評価を経て採択を決定し、研究資金を交付する。あわせて「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
（平成28年12月21日 内閣総理大臣決定）に基づいて、評価の実施、研究成果の公表を行っている。

・ 各研究課題はマネジメントサイクルの一環として中間評価・事後評価を受けることによって研究の質が担保されている。また、研
究の実施により得られた成果については、食品安全委員会が実施するリスク評価の各段階で活用されるとともに、一般消費者、
行政、メディア、食品関係事業者、専門家といった関係者への普及を行っている。

〇リスクコミュニケーション実施経費（開始H15年度）
食品安全委員会が行う食品健康影響評価(以下「リスク評価」という。）結果等について国民への丁寧な説明、情報発信、また関

係者間の情報及び意見の交換（以下「リスクコミュニケーション」という。）を企画・実施することにより、食品安全に関する国民の知
識と理解を深めることを目的とする。目的を達成するため、 本事業において食品安全行政の関係省庁である厚生労働省、農林
水産省及び消費者庁等とも連携を図りつつ、ホームページ、X、Facebook、メールマガジン、ブログ及びYouTubeなどのネット媒体
や広報誌、ポスター等の紙媒体での情報提供、報道関係者や学校教育関係者を重点対象者とした意見交換会等を行うことにより、
リスク評価結果や食品の安全性に関する科学的な知識等について国民にわかりやすく説明する。


